
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィラメント数が３０，０００本以上の前駆体繊維束の末端部同士が、 を介し
て、単糸レベルの絡合により接続されている

ことを特徴とする炭素繊維製造用原糸。
【請求項２】
　

請求項１の炭素繊維製造用原糸。
【請求項３】
　
【請求項４】
　

【請求項５】
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耐炎化糸
炭素繊維製造用原糸であって、前記耐炎化糸

と前記前駆体繊維束の末端部を各々４，０００本／ｍｍ以下となるように扁平状に開繊し
た後、開繊された耐炎化糸と前駆体繊維束を重ね合わせた状態で、流体処理による絡合に
より接続されてなる

前記耐炎化糸のフィラメント数Ｆが、接続される前駆体繊維束のフィラメント数Ｇに対
して、０．４×Ｇ≦Ｆ≦１．５×Ｇの範囲にある、

請求項１または２に記載の炭素繊維製造用原糸を用いて製造した炭素繊維。

フィラメント数が３０，０００本以上の前駆体繊維束の末端部同士を、耐炎化糸を介し
て、単糸レベルの絡合により接続し、次いで焼成する炭素繊維の製造方法であって、前記
耐炎化糸と前記前駆体繊維束の末端部を各々４，０００本／ｍｍ以下となるように扁平状
に開繊した後、開繊された耐炎化糸と前駆体繊維束を重ね合わせた状態で、流体処理によ
る絡合により接続することを特徴とする、炭素繊維の製造方法。

前記耐炎化糸のフィラメント数Ｆが、接続される前駆体繊維束のフィラメント数Ｇに対



炭素繊維の製造方法。
【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、炭素繊維とその製造方法および製造装置に関し、とくに、炭素繊維の原糸であ
る前駆体繊維の接続技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
炭素繊維は、従来の航空機、スポーツ用途に加え、建築・土木、エネルギー関係の産業用
途にも立ち上がり始め、急速に需要が伸びている。この伸びをさらに加速するために、よ
り低コストの炭素繊維が望まれている。低コスト化の手段の一つとして、多フィラメント
の糸を高密度で焼成し、炭素繊維の生産性を向上させる方法があるが、糸条密度を高くす
ると、耐炎化工程での糸自身の発熱により酸化反応が暴走しやすいという問題がある。そ
のため、糸条密度を高くする場合には、暴走反応による糸切れを防止するため、耐炎化工
程での耐炎化温度を通常の温度よりも低い温度に設定し、長時間をかけて耐炎化する必要
がある。しかし、この耐炎化温度の低下幅が大きいと、耐炎化時間が長くなりすぎて、せ
っかく高糸条密度焼成を行っても生産性向上には結び付かない。
【０００３】
高糸条密度焼成でのもう一つの問題は、繊維束自身の糸条密度よりも繊維束端部同士の接
続部の糸条密度の方が高いので、暴走反応が起きやすいということである。焼成工程の原
糸である前駆体繊維束は、通常ボビンやスプールなどに巻き上げられたり、箱体内に収容
された形態で供給されるので、これらの前駆体繊維を連続的に焼成し炭素繊維に転換する
ためには、上記の巻き上げられたり箱体内に収容されている前駆体繊維の繊維束末端部を
何らかの手段でその前の前駆体繊維束の末端部に接続してやる必要がある。
【０００４】
接続方法としては、特公昭５３－２３４１１号公報に記載されているように、前駆体繊維
束を結び合わせて耐炎化した後結び目を切断除去し、改めて結び直して炭化する方法、特
開昭５４－５０６２４号公報に記載の接合部にシリコングリース等の耐炎性化合物を付与
する方法、特開昭５６－３７３１５号公報に記載の前駆体繊維束の両末端部を予め熱処理
し、特殊な結び方で接続して焼成する方法や、特開昭５８－２０８４２０号公報に記載の
高速流体処理により絡合する方法などがある。しかし、これらいずれの方法においても、
結合部で糸条密度が繊維束自身の糸条密度よりも相当高くなるため、耐炎化処理時に蓄熱
による焼損、糸切れなどが発生しやすい。
【０００５】
また、特公昭６０－２４０７号公報では、蓄熱を抑制するために、耐炎化糸または炭素繊
維を介在させているが、接続方法がこぶ結びであるため、結び目が引き締められて糸条密
度が高くなり蓄熱抑制効果が小さい。
【０００６】
これらを改善する方法として、特公平１－１２８５０号公報では、前駆体繊維束同士また
は前駆体繊維束と耐炎化糸を高速流体処理により絡合する方法が挙げられている。図１は
、その実施例を示す図である。これは、結合する繊維束同士の末端部２ａを単に束状のま
ま重ねてノズル１の処理室４内に配置し、約５～６０％弛緩させた後、高速流体処理を施
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して、０．４×Ｇ≦Ｆ≦１．５×Ｇの範囲にある、請求項４の

前駆体繊維束の末端部同士を耐炎化糸を介在させて接続する装置であって、前駆体繊維
束の末端部同士を各々４，０００本／ｍｍ以下となるように扁平状に開繊した状態で保持
する前駆体繊維束保持手段と、耐炎化糸の末端部を４，０００本／ｍｍ以下となるように
扁平状に開繊した状態で保持する耐炎化糸保持手段と、両手段によってそれぞれ保持され
た前駆体繊維束の末端部と耐炎化糸の末端部を重ね合わせた後、前駆体繊維束と耐炎化糸
が重ね合わされた部分に流体を噴射して絡合処理を施す流体処理手段とを有することを特
徴とする、炭素繊維の製造装置。



す方法である。また、耐炎化糸を介在させる接続方法は、耐炎化糸が耐炎化工程において
ほとんど発熱しないので、前駆体繊維束同士の接続に比べて、接続部での蓄熱が少ないと
いう効果がある。
【０００７】
この方法で使用されるノズルは、図１に示すように小さな絡合処理室４に設けられた２つ
のノズル孔３から噴射される高速噴射流体が絡合処理室内でぶつかって乱流が発生し、繊
維束を開繊、絡合させる構造であるため、フィラメント数の少ない繊維束については十分
に開繊、絡合させることができる。
【０００８】
しかし、絡合させる繊維束のフィラメント数が多くなると、ノズルから噴射された噴射流
体が、繊維束全体に当たらなくなり、繊維束が単糸レベルで混繊せず、幾つかの小束に分
かれて絡まるようになる。このような小束の絡まりが結合部に不均一に生じると、局部的
に繊維束繊維の糸条密度の高い部分ができて蓄熱しやすくなる。また、絡まりも弱いため
、接合強度も弱くなる。上記公報に記載されている各実施例においても、フィラメント数
１２，０００本までの繊維束でしか実施されておらず、本方法を用いて、フィラメント数
３０，０００本以上の前駆体繊維束の末端部同士を直接接続または耐炎化糸を介在させて
接続しても、上述した理由により耐炎化工程で、破断するか蓄熱による焼き切れが発生す
る。
【０００９】
それに加えて、多フィラメント糸の場合、収容状態から解舒するときの取り扱い性向上の
ために、繊維束に捲縮をかけて集束性を持たせる場合があるが、捲縮のかかった繊維束は
嵩高で、各単糸が少しずつ絡まり合っているため、捲縮のかかったトウ状前駆体繊維束の
末端部同士の接続を上記特公平１－１２８５０号公報の方法を用いて実施することはさら
に困難である。この場合、捲縮により集束した繊維束同士を重ねて高速流体処理を施して
も、繊維束同士が捲縮のため単糸レベルで開繊せず、また、嵩高で綿状であるため、繊維
の単糸レベルでの動きが抑制されて、繊維束同士が充分に混繊せず、従って、絡合が不均
一で接合強度も非常に低い。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した問題点に鑑み、フィラメント数３０，０００本以上の太い前駆体繊維
束を流体処理により接合する場合に、接合部の結束強度向上と接合される繊維束同士の均
一な混繊及び絡合、蓄熱の抑制を実現し、耐炎化工程において接続部が破断したり、焼き
切れたりすることなく工程通過可能で、かつ前駆体繊維束の耐炎化処理温度に対する前駆
体繊維束接続部の耐炎化処理温度の低下幅を小さくできる炭素繊維製造用原糸、炭素繊維
とその製造方法及び製造装置を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の炭素繊維製造用原糸は、フィラメント数が３０，
０００本以上の前駆体繊維束の末端部同士が、 を介して、単糸レベルの絡合によ
り接続されている

ことを
特徴とするものからなる。
【００１２】
　 ここで
耐炎化温度において非発熱性であるとは、耐炎化温度においてＤＳＣ（示差走査熱量計）
法で求めた量が５００ｃａｌ／ｇ以下であることをいい、詳細については後述する。
【００１３】
　上記前駆体繊維束の末端部と接続媒体とは、たとえば流体処理、とくに高速流体処理に
よる絡合により接続されている。また、耐炎化温度において非発熱性である接続媒体とし
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耐炎化糸
炭素繊維製造用原糸であって、前記耐炎化糸と前記前駆体繊維束の末端

部を各々４，０００本／ｍｍ以下となるように扁平状に開繊した後、開繊された耐炎化糸
と前駆体繊維束を重ね合わせた状態で、流体処理による絡合により接続されてなる

上記耐炎化糸は、耐炎化温度において非発熱性である接続媒体として機能する。



て 耐炎化糸を用い
【００１４】
本発明に係る炭素繊維は、このような炭素繊維製造用原糸を用いて製造したものである。
【００１５】
　また、本発明に係る連続的炭素繊維の製造方法は、フィラメント数が３０，０００本以
上の前駆体繊維束の末端部同士を 耐炎化糸を介して、単糸レベルの絡合により接続し、
次いで焼成する

ことを特徴とす
る方法からなる。
【００１６】
　

【００２０】
また、本発明に用いる前駆体繊維束としては、捲縮のかかった（捲縮加工された）繊維束
と、捲縮のかかっていない繊維束の両方を用いることができる。
【００２１】
また、本発明に用いる前駆体繊維束として、捲縮のかかった繊維束であって、繊維束の末
端部の接続部分のみを捲縮除去した前駆体繊維束を用いることができる。たとえば、前記
流体処理による絡合を施す前に、絡合処理される前駆体繊維束端部を熱処理により捲縮除
去する方法を用いることができる。
【００２２】
　さらに、本発明に係 炭素繊維の製造装置は、前駆体繊維束の末端部同士を を
介在させて接続する装置であって、前駆体繊維束の末端部同士を各々

開繊した状態で保持する前駆体繊維束保持手段と、
開繊した状態で保持する

保持手段と、両手段に それぞれ保持された前駆体繊維束の末端部と の末端
部を重ね合わせた後、前駆体繊維束と が重ね合わされた部分に流体を噴射して絡
合処理を施す流体処理手段とを有することを特徴とするものからなる。
【００２４】
上記の炭素繊維の製造装置においては、接続すべき前駆体繊維束の各末端部の保持手段と
、流体処理手段の他に、さらに、接続する前駆体繊維束の流体処理を施す部分に、事前に
熱処理による捲縮除去処理を施す捲縮除去手段が設けられていてもよい。
【００２５】
このような装置を用いることにより、上述した炭素繊維製造用原糸、さらには炭素繊維を
製造することが可能となる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の望ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
まず、本発明に係る（連続的）炭素繊維の製造方法および製造装置を好適に用い得る炭素
繊維製造工程の一実施形態について説明する。炭素繊維製造用原糸である前駆体繊維を製
造する工程の速度と、焼成工程の速度とは大幅に異なるため、前駆体繊維は、通常、繊維
束としてボビンに巻き上げられた状態あるいは箱体（キャン）内に折りたたみ積層されて
収容された状態にて、焼成工程に供給される。以下に、前駆体繊維がキャンに収容された
状態で供給される場合について説明する。
【００２７】
キャンに収容されていた原糸としての前駆体繊維束は、キャンから引き出された後、耐炎
化炉内で耐炎化処理される。この耐炎化処理においては、糸条が酸化性雰囲気下に２００
～３５０℃で加熱処理され、耐炎化糸とされる。耐炎化糸は、炭化炉内で炭化処理され、
炭素繊維とされる。炭素繊維には、表面処理工程で必要に応じて、サイジング剤付与等の
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、本発明では る。

、
炭素繊維の製造方法であって、前記耐炎化糸と前記前駆体繊維束の末端部

を各々４，０００本／ｍｍ以下となるように扁平状に開繊した後、開繊された耐炎化糸と
前駆体繊維束を重ね合わせた状態で、流体処理による絡合により接続する

前記耐炎化糸のフィラメント数Ｆは、接続される前駆体繊維束のフィラメント数Ｇに対
して、０．４×Ｇ≦Ｆ≦１．５×Ｇの範囲にあることが好ましい。

る 耐炎化糸
４，０００本／ｍｍ

以下となるように扁平状に 耐炎化糸の
末端部を４，０００本／ｍｍ以下となるように扁平状に 耐炎化糸

よって 耐炎化糸
耐炎化糸



表面処理が施され、巻取工程で巻き取られて炭素繊維の製品とされる。キャンに収容され
ていた前駆体繊維束が終端部にくると、次のキャンに収容されている前駆体繊維束の始端
部が接続される。つまり、前駆体繊維束の末端部同士が接続される。接続された前駆体繊
維束が続けて焼成され、連続的に炭素繊維が製造される。本発明は、とくに太いフィラメ
ント数の多い原糸を用いる炭素繊維の製造方法において、耐炎化工程前での原糸同士の接
続方法を、耐炎化処理における不都合の発生を防止しつつ、改良するものである。
【００２８】
とくにフィラメント数が３０，０００本以上の前駆体繊維束が対象となり、キャンから繰
り出される前駆体繊維束が終端にくると、次のキャンが準備されて、前駆体繊維束の末端
部同士が接続される。
【００２９】
　本発明 接続方法には、各末端部に耐炎化温度において非発熱性の接続媒体を介
する方法と、各末端部を接続媒体を介さないで直接接続する方法とが

【００３１】
図２は、前駆体繊維束２の各末端部を接続媒体を介して単糸レベルの絡合により接続する
方法の一例を示す概略側面図である。前駆体繊維束２の各末端部２ａ同士は、図２に示す
ように、接続媒体１０を介して接続される。１２は、後述の（高速）流体処理による交絡
部を示している。この接続媒体１０は、耐炎化温度において非発熱性のものであり、その
ような接続媒体１０としてたとえば耐炎化糸を用いることができる。
【００３２】
ここで「耐炎化温度において非発熱性である」とは、ＤＳＣ（示差走査熱量計）法により
求めた発熱量が５００ｃａｌ／ｇ以下であることをいう。
【００３３】
測定方法は以下の通りである。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（４）発熱量の求め方
図３に示すように、得られた発熱曲線の２００℃における点と４００℃における点との間
に直線を引き、該直線と発熱曲線とで囲まれた面積を発熱量（ｃａｌ／ｇ）とする。図３
には、前駆体原糸と耐炎化糸の特性例を示してある。
【００３４】
上記のような非発熱性の接続媒体を介して、前駆体繊維束の末端部同士が次のように接続
される。望ましい接続方法として、前駆体繊維束と耐炎化糸の末端部を各々扁平状に開繊
した後、開繊された前駆体繊維束の各末端部に接続媒体の両端部を重ね合わせた状態で、
流体処理による絡合により接続する方法が適用できる。
【００３５】
予め流体処理を施す部分の繊維束を扁平状に開繊して重ね合わせておくことにより、流体
処理による絡合部で、前駆体繊維束と接続媒体とを単糸レベルで均一に混繊し、かつ充分
に絡合させることができる。このとき、繊維束が充分に開繊されていないと、繊維束が束
状のまま絡合したり、前駆体繊維束と接続媒体との混繊が不均一となる場合がある。その
ため、各繊維束の末端部の開繊は、予め充分に開繊されていることが望ましく、とくにフ
ィラメント数を４，０００本／ｍｍ以下とすることが望ましい。
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【００３６】
また、接続媒体として耐炎化糸を使用する場合、前駆体繊維束の性状、フィラメント数、
形態、破断強度等に応じて、介在させる耐炎化糸のフィラメント数を適正な範囲に選ぶこ
とが望ましい。前駆体繊維束のフィラメント数をＧとした場合、接続媒体として使用する
耐炎化糸のフィラメント数Ｆが、前駆体繊維束のフィラメント数Ｇに対して少なくなるに
つれて、結束力も低下するので、耐炎化工程での付与張力に対して、接続部が耐えられな
くなる場合があり、耐炎化工程通過率が低下する要因となる。逆に耐炎化糸のフィラメン
ト数Ｆが、前駆体繊維束のフィラメント数Ｇに対して多くなるにつれて、接続部の前駆体
繊維束を接続媒体が覆う形態となり、前駆体繊維束の耐炎化反応熱を除熱し難くなる。こ
の結果として、接続部の蓄熱を抑制する効果が低下する方向になる。このため、本発明に
おいて、接続媒体として介在させる耐炎化糸のフィラメント数は、接続する前駆体繊維束
の性状、フィラメント数、形態、破断強度等に応じて適正な範囲を選ぶことが望ましく、
特に接続媒体として介在させる耐炎化糸のフィラメント数Ｆは、前駆体繊維束のフィラメ
ント数Ｇに対して、
０．４×Ｇ≦Ｆ≦１．５×Ｇ
の関係にあることが望ましい。これは、後述する実施例から導き出されたものである。
【００３７】
図４～図６は、上述の接続方法の具体例をそれぞれ示している。
図４に示す例では、前駆体繊維束１１の扁平形状に開繊された末端部１１ａと接続媒体１
０の両端部との接続方法を示している。この例では、接続媒体１０と前駆体繊維束の末端
部１１ａとが、噴射流体によって列状に交絡され（交絡部１２）、互いに絡合されている
。流体噴射ノズルの構造については後述する。
【００３８】
図５に示す例では、扁平形状に開繊された前駆体繊維束１１の末端部１１ａと接続媒体１
０とが、噴射流体によって多点状に交絡され（交絡部１３）、互いに絡合されている。
【００３９】
図６に示す例では、扁平形状に開繊された前駆体繊維束１１の末端部１１ａと接続媒体１
０とが、積層部の略全面にわたって、噴射流体により網状に交絡され（交絡部１４）互い
に絡合されている。
【００４０】
図４～図６の例では、接続媒体が片面のみに配置されているが、それ以外に、接続媒体が
、前駆体繊維束の末端部を、両面から挟むようにしてもかまわない。
【００４１】
図４～図６に示したような絡合には、（高速）流体処理を適用することが好ましく、噴射
流体としてはスチーム、水、エア等が利用できるが、作業性、経済性の面で、とくに（高
速）噴射エアによる方法が好ましい。たとえば図７、８に示すようなエア交絡ノズル装置
２１を用いることができる。図７は、エア交絡ノズル装置の具体例の一例を示す概略構成
図である。図８は図７に示すエア交絡ノズル装置による流体処理方法の概略構成図である
。該装置２１は流体処理を施す繊維束を処理室内に配置するため、たとえば図７のように
ノズル上部２１ａとノズル下部２１ｂに分離する構造とすることが望ましい。エア交絡ノ
ズル装置２１内に前駆体繊維束１１の末端部１１ａと接続媒体１０とを扁平状に開繊され
て重ね合わされた状態で配置した後、図８に示すようにノズル上部２１ａとノズル下部２
１ｂが結合し、上下両側から、均圧室２３ａ、２３ｂで均圧化された後ノズル孔２２から
噴射される高速エアにより、末端部の繊維束を単糸レベルに開繊するとともに交絡させて
、開繊された末端部１１ａと接続媒体１０とを絡合することができる。
【００４２】
上述したように、本発明では、予め、扁平状に開繊した繊維束全体に、均等に噴射エアを
あてることができるノズル構造としているので、フィラメント数が多い繊維束でも、繊維
束を単糸レベルで開繊させ、均一に混繊・絡合させることができる。
【００４３】
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エア交絡ノズル装置に供給されるエアの圧力は、単糸繊度、フィラメント数、捲縮の有無
、油剤の付着状況、ノズル形状によって適正値は異なるが、エア交絡装置の入口部で、少
なくとも、ゲージ圧０．２ＭＰａ以上、０．４～０．８ＭＰａの範囲が望ましい。圧力が
低すぎると、交絡不足で結束力が低下し、圧力が高すぎると単糸切れ等の交絡部損傷が発
生する。
【００４４】
また、ノズル孔２２の配置構成により、また、エア交絡ノズル装置２１を繊維束延設方向
に走査し、その際にエアを連続的に噴射したり断続的に噴射したりすることにより、図４
～図６に示したような絡合状態が得られる。また、エア交絡ノズル装置２１を複数個並べ
て設置し、各場所で流体処理を実施してもよい。
【００４５】
ノズルの具体的な構造としては、たとえば図９や図１０に示すような構造を採用できる。
図９に示す例では、ノズル本体３１の上下部に、互いに対向するように各々一列にノズル
孔３２が配列されている。処理室３３内に配置された前駆体繊維束と耐炎化糸の末端部が
ノズル孔３２から噴射されるエアによって繊維束全体が単糸レベルに開繊され、両者が絡
合される。
【００４６】
上記のノズル孔３２においては、上下の向かい合うノズル孔は、互いに対向させて噴流が
ぶつかるようにしてもよいし、向かい合うノズル孔の位置をずらして旋回流が発生するよ
うにしても絡合が可能である。
【００４７】
図１０に示す例では、ノズル本体４１の上部側に、２個一対の斜めに延びるノズル孔４２
が複数組配列されている。各ノズル孔４２から噴射されるエアによって、処理室４３内に
配置された前駆体繊維束と耐炎化糸の末端部が単糸レベルに開繊され、両者が絡合される
。
【００４８】
上述した図４～図６のような接続媒体を介しての接続は、たとえば、図１１、１２に示す
ような方法、装置を用いて行われる。
図１１に示すように、一対の繊維束保持部６１を２組有する前駆体繊維束保持手段６２ａ
、６２ｂが間隔をもたせて直列に配置され、前駆体繊維束保持手段６２ａ、６２ｂに、各
前駆体繊維束１１の末端部１１ａ、１１ａ（終端部と始端部）がそれぞれ保持される。一
対の繊維束保持部６３を２組有する接続媒体保持手段６４に、たとえば耐炎化糸からなる
接続媒体１０が保持され、保持された接続媒体１０の両端部が前駆体繊維束１１の各末端
部１１ａ、１１ａ上に重ね合わされるように掛け渡される。
【００４９】
このとき、流体処理による絡合処理の結合強化と均一化のため、前駆体繊維束の末端部１
１ａおよび接続媒体１０を前記前駆体繊維束保持手段６２ａ、６２ｂと前記接続媒体保持
手段６４に保持させる際に、各繊維束と接続媒体を捻れなく扁平状に開繊させた状態で保
持させることが望ましい。とくに各繊維束と接続媒体は、４，０００本／ｍｍ以下に開繊
されていることが望ましい。こうすることにより、前駆体繊維束と接続媒体が、単糸レベ
ルで均一に混繊でき、かつ結束力も向上する。
【００５０】
この状態で、図１２に示すように、交絡ノズル６５を、該交絡ノズル６５の処理室６５ａ
内に上記重ね合わせた各末端部１１ａと接続媒体１０とが配置されるように設け、ノズル
６５からの噴射流体によって所望の接続状態を得る。接続は、たとえば、ノズル６５を移
動させることによって、所定長にわたって行われる方法をとってもよい。ノズル６５は図
示のように２個配置して、左右同時に作動させるようにしてもよいし、１個のノズルを用
いて左右の部分を順次接続処理するようにしてもよい。また、複数のノズルを所定の場所
に配置して、各場所で流体処理による結合を行えば、１個のノズルを動かす必要がない。
また、ノズル６５による流体処理の前に、前記の重ね合わされて保持された繊維束と接続
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媒体を弛ませるようにすると、結合しやすくなる。
【００５１】
図１３に示す接続方法および接続装置は、図１２の方法、装置をさらに改善するもので、
図４に示す列状の交絡を複数箇所に施して接続するものである。接続手順は、図１１のよ
うに各前駆体繊維束と接続媒体を保持した後、図１２のように両者を重ね合わせて配置す
る。
【００５２】
次に、図１３の（ａ）で示すように交絡を実施する箇所にそれぞれエア交絡ノズル６５を
設置する。各エア交絡ノズル６５の両側にはリラックス保持手段６６が所定の間隔で設置
され、重ね合わされて配置された前駆体繊維束と接続媒体を保持する。この後、図１３（
ｂ）で示すように前駆体繊維束保持部６１と接続媒体保持部６３が開放して、エア交絡ノ
ズル６５とリラックス保持部６６が図１３（ｂ）に示すようにそれぞれ移動して、繊維束
の交絡される箇所を弛ませる。続いて、各エア交絡ノズル６５により各箇所で絡合処理を
施すことで図４に示すような接続方法、接続状態が可能となる。
【００５３】
この方法では、繊維束に充分な弛みを与えることができるため、交絡がかかりやすく、絡
合を強化できる。また、各交絡箇所のリラックス率を、各々設定できるので、望ましい結
束形態、結束強度が得られる。図４に示す接続の方法の場合、交絡箇所の数は、結束強度
のばらつき減少のために３～５箇所程度とすることが望ましい。
【００５４】
上記のような接続方法においては、接続媒体として、耐炎化温度において非発熱性である
接続媒体が用いられるので、接続部が多少太くなっても、耐炎化炉内における耐炎化処理
時の発熱量が小さく抑えられ、過大加熱による糸切れ等の不都合の発生が回避される。そ
の結果、フィラメント数が３０，０００本以上の太い前駆体繊維束の末端部同士の接続部
を耐炎化処理する際に、耐炎化温度を実質的に大きく低下させることなく、かつ、耐炎化
処理速度（糸条の走行速度）を低下させることなく耐炎化可能となる。したがって、最終
的に、太い炭素繊維束を連続的に製造することが可能となり、炭素繊維を低コストで製造
することが可能となる。
【００５５】
とくに、前駆体繊維束の末端部を開繊して接続媒体と流体処理による絡合により接続する
方法は、繊維束を結んだり、従来技術による流体処理により接続する場合のように、こぶ
やねじれた部分ができて結束部が締まるようなことがない。このため、原糸が比較的太い
繊維束であっても、接続部においては、単位面積当たりあるいは単位体積当たり、発熱量
の少ない形態に保持できるので、非発熱性の接続媒体を使用することと相まって過大発熱
や蓄熱をより確実に抑制することができる。その結果、接続部が炉内を通過することを考
慮したとしても、耐炎化炉の温度をそれ程低く設定しなくて済み、太い前駆体繊維束を効
率よくかつ安定して所定の状態まで耐炎化処理でき、工業的に高い生産性をもってしかも
低コストで炭素繊維を製造することができる。
【００６６】
　さらに、上述した前駆体繊維束の末端部を接続媒体を介して接続する方 おいては、
繊維束を予め開繊した状態で配置した後、流体処理を施すため、接続する前駆体繊維束が
捲縮がかっているものであっても、ある程度の結束強度で接続可能である。
【００６７】
ただし、捲縮のかかった前駆体繊維束は、綿状で、単糸が絡まっているため、接続する繊
維束同士の混繊が不十分となりやすい。
【００６８】
これを解決する手段として、本発明による接続方法では、捲縮のかかった前駆体繊維束の
末端の接続部分のみに捲縮除去を施すことができる。
【００６９】
ここでいう捲縮除去とは、高速流体処理による絡合の強化が目的であるため、捲縮がかか
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り単糸が絡み合った綿状の繊維束を張力を負荷して真っ直ぐにした状態に保持し、短時間
の熱処理を施して、各単糸がある程度真っ直ぐで、かつ単糸の絡み合いが無くなれば充分
である。
【００７０】
そのため、熱処理の手段は、ホットエア、スチーム、面状ヒーターによるプレスなど様々
な手段が適用可能である。
【００７１】
図１４は、繊維束の末端部のみを、短時間で捲縮除去する方法および装置の具体例を示す
概略側面図である。捲縮のかかった前駆体繊維束１１の末端部１１ａは、繊維束保持手段
６８ａ、６８ｂで保持され、次に前駆体繊維束保持手段６８ａ、６８ｂが離れる方向に移
動して、捲縮のかかった繊維束の繊維束保持手段６８ａ、６８ｂにより挟まれた前駆体繊
維束の末端部１１ａの捲縮を引き延ばして真っ直ぐにする。このとき、繊維束保持手段６
８ａ、６８ｂの移動は所定の間隔となるようにしてもよいし、繊維束に負荷される張力が
所定の荷重となるようにしてもよい。
【００７２】
その後、繊維束の上下両面から面状ヒーター６９で挟むことにより、短時間で捲縮が除去
できる。具体的には、たとえば面状ヒーター６９の温度８０～１８０℃、さらに好ましく
は１００～１５０℃程度で、３～１０秒間程度プレスすれば充分である。
【００７３】
図１４に示した捲縮除去手段は、非常に簡単であるため、前述した図１１、１２、１３の
接続方法および接続装置に容易に組み込むことが可能である。
【００７７】
【実施例】
以下、実施例を挙げて、本発明の内容をより具体的に説明する。
本発明による効果を確認するため、先に炭素繊維の製造工程の一実施形態として説明した
製造工程中の耐炎化炉を用いて以下のような耐炎化炉走行テストを実施した。キャンに収
容された前駆体繊維束は、耐炎化炉に導かれて所定の温度で、一定時間耐炎化される。キ
ャンのある場所に次の前駆体繊維束の入ったキャンを用意し、後に詳述する糸繋ぎ方法に
より、キャンに収容された前駆体繊維束の末端部と次の前駆体繊維束の始端部を接続した
。接続部は、ガイドバーや、ドライブステーションを通過して、熱風循環式の耐炎化炉に
入る。耐炎化時間は６０分とし、各水準について耐炎化炉内温度を変化させて、通糸可能
な上限温度を測定し、その温度における耐炎化工程通過率を測定した。炉内温度制御の変
動幅があるため、測定温度は、５℃きざみとした。
【００７８】
耐炎化炉を通過した接続部は、続いて、窒素雰囲気１５００℃にて炭化処理され、炭化炉
通過後、ワインダーを用いてボビンに巻き上げられた。
耐炎化炉内で前駆体繊維束にかかる張力は、初期には約６ｋｇｆ／ｓｔ、後期には繊維束
が収縮して９ｋｇｆ／ｓｔ程度であった。
【００７９】
また、耐炎化する前駆体繊維束は、単糸デニール１．５ｄ、フィラメント数７０，０００
本のポリアクリル系前駆体繊維束である。この繊維束には、キャンからの立ち上げ、糸道
通過を容易にするため、捲縮がかかっている。
各実施例、比較例を表１にまとめた。
【００８０】
〈ブランク〉
ブランクとして、フィラメント数７０，０００本（７０Ｋ）の前駆体繊維束自体（接続部
なし）について、耐炎化炉を通過可能な上限温度と、工程通過率を測定した。結果は、耐
炎化可能な上限温度が２３５℃であり、耐炎化温度を２４０℃に設定すると前駆体繊維束
が焼き切れた。また、耐炎化温度２３５℃では、耐炎化工程、炭化工程の工程通過率は、
共に１００％であった。
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【００８１】
〈実施例１〉
フィラメント数７０，０００本の前駆体繊維束の末端部同士を、耐炎化糸を介在させて接
続した。このとき、介在させる耐炎化糸のフィラメント数を、３６，０００本、４８，０
００本、６０，０００本、１００，０００本として、４種類の接続サンプルを作製した。
【００８２】
接続手段は、図１４の捲縮除去手段と、図１３の繊維束の接続装置を使用し、図４に示す
形態となるように接続を実施した。交絡数は、図４と同様に各重ね合わせ部に４列とした
。以下に手順を示す。
【００８３】
（１）図１４の捲縮除去手段を用いて、前駆体繊維束の末端部を捲縮除去する。（表面温
度１００℃～１３０℃の面状ヒーターで引き延ばした状態の繊維束を両面から５秒間プレ
スする。）
（２）図１３（ａ）に示すように、捲縮除去した前駆体繊維束と接続媒体である耐炎化糸
を、それぞれ幅２５ｍｍに扁平状に開繊（拡幅）した後、重ね合わせて保持させる。
（３）図１３（ｂ）に示すように、各エア交絡箇所を弛ませ、各エア交絡ノズル６５から
圧空を噴射して、絡合処理を施す。エア交絡ノズルは、図１１に示した形状であり、絡合
処理空間の横幅は、５０ｍｍ、隙間は６ｍｍのものを使用した。また、ノズルから噴射さ
れる圧空の供給元での圧力は、０．５ＭＰａとした。
（４）接続された前駆体繊維束と耐炎化糸の各末端部の余った邪魔な部分を切断除去して
、接続部が図４に示す形態となるようにする。
上記の手段で作製した接続部は、エア交絡部が充分均一に混繊・絡合しており、小束でに
じれるような形態の絡合は発生しなかった。
【００８４】
こうして接続した前駆体繊維束の接続部を、耐炎化炉に通過させ、通過可能な上限温度を
測定した。
また、同一条件による前駆体繊維束の接続部を作製し、耐炎化炉を通過可能な上限温度に
設定した状態での接続部の耐炎化工程通過率、及び次の炭化工程の通過率を測定した。
その結果、表１に示す通り、ブランクと比較して、耐炎化炉の通過可能な上限温度が、同
等あるいは、５℃程度低下する程度で、低下幅を非常に小さくできた。
また、耐炎化炉の温度を、通過可能な上限温度に設定して、▲１▼から▲４▼の接続部を
走行させたところ、耐炎化工程、炭化工程を通過し、ワインダーによりボビンに巻き上げ
られた。特に、交絡部の形態が、扁平状で、均一な絡合であるため、溝付きローラーに収
まり易かった。
【００８５】
〈比較例１〉
フィラメント数７０，０００本の前駆体繊維束の末端部同士を、特公平１－１２８５０号
公報に記載の従来技術であるエア交絡方法により接続した。エア交絡ノズルは、図１に示
す構造のノズルで、フィラメント数の多い繊維束用に、絡合処理室と、ノズル孔径を大き
くしたものを使用した。交絡点数は、実施例１と同様に、接続する繊維束同士の重ね合わ
せ部を４点で交絡した。接続する束状の繊維束同士を重ねた状態で上記ノズルの絡合処理
室内に配置し、ノズルに供給する圧空圧を０．５ＭＰａとして、エア交絡処理を実施した
。
上記方法によるエア交絡では、フィラメント数の多い繊維束が、幾つかの小束に分かれて
、捻れるような絡合形態となった。
【００８６】
作製された接続部について、実施例１と同様な方法で、耐炎化炉を通過可能な上限温度及
び工程通過率を測定した。
その結果、耐炎化炉内で、捻れるように絡合したエア交絡部が蓄熱・焼損しやすく、耐炎
化炉通過可能な上限温度が２２０℃となり、ブランクに比べて大きく低下した。また、結
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束力が実施例１に比べ、大幅に弱く、また、ばらつきが大きいため、２２０℃における耐
炎化工程通過テストでは、接続部の素抜けや、破断が多発した。
【００８７】
〈比較例２〉
フィラメント数７０，０００本の前駆体繊維束の末端部同士を、特公平１－１２８５０号
公報に記載の従来技術であるエア交絡方法により、フィラメント数６０，０００本の耐炎
化糸を介在させて接続した。接続方法は、比較例１と同一方法とした。
上記方法によるエア交絡では、比較例１と同様に前駆体繊維束と耐炎化糸がそれぞれ、幾
つかの小束に分かれて、捻れるような絡合形態となった。
【００８８】
作製された接続部について、実施例１と同様な方法で、耐炎化炉を通過可能な上限温度及
び工程通過率を測定した。
その結果、耐炎化炉内で、比較例１に比べると、耐炎化糸を介在させたことによる蓄熱抑
制効果があり、耐炎化炉通過可能な上限温度が２２５℃となったが、ブランクに比べて大
きく低下した。また、比較例１と同様に、結束力が実施例１に比べて大幅に弱く、また、
ばらつきが大きいため、２２５℃における耐炎化工程通過テストでは、接続部の素抜けや
、破断が多発した。
【００８９】
上述した実施例１と比較例１、２から、本発明の接続方法は、従来技術に比べて、接合部
の結束強度向上と接合される繊維束同士の均一な混繊及び結合、蓄熱の抑制効果を達成し
ていることが判る。特に、実施例１の▲１▼～▲４▼の結果から、介在させる耐炎化糸の
フィラメント数Ｆは、前駆体繊維束のフィラメント数Ｇに対して、０．４×Ｇ≦Ｆ≦１．
５×Ｇの範囲にあることが好ましく、特に、０．６×Ｇ≦Ｆ≦１．０×Ｇの範囲にあるこ
とが望ましい。
【００９０】
〈実施例２〉
フィラメント数６０，０００本（６０Ｋ）の耐炎化糸を介在させて、フィラメント数７０
，０００本（７０Ｋ）の前駆体繊維束の末端部同士を接続した。接続手段は、実施例１と
同じで前記の（１）～（４）の手順で実施したが、（２）の各繊維束を開繊させる幅を、
２５ｍｍではなく１４ｍｍとした。
この接続方法で作製した、接続部は、実施例１の▲３▼に比べると、エア交絡部の混繊・
絡合にばらつきがあった。結果は、ブランクと比較して、実施例１の▲３▼に比べると、
耐炎化炉通過可能な上限温度、工程通過率とも少し低いが、比較例２に比べると、大幅に
改善されている。
【００９１】
実施例２では、表１に示すように、エア交絡前の各繊維束の末端部の開繊幅が、４０００
本／ｍｍより大であるのに対して、実施例１、３、４では４０００本／ｍｍ以下となって
おり各繊維束を充分に開繊した上で、絡合処理している。このことから、本発明の接続方
法を、より好ましい方法で実施するためには、接続する各繊維束の末端部の開繊幅を各々
４０００本／ｍｍ以下となるように予め扁平状に開繊した後、重ね合わせて交絡すること
が望ましい。
【００９５】
上記の実施例及び比較例から、本発明にかかる前駆体繊維束の接続形態は、連続的炭素繊
維を工業的に製造するに際し、特にその耐炎化処理に対して、極めて効果的であることが
判る。
【００９６】
【表１】
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【００９７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、特にフィラメント数３０，０００本以上の太い前
駆体繊維束を流体処理により接合する場合に、接合部の結束強度向上と接続される繊維束
同士の均一な混繊及び絡合、蓄熱の抑制を実現し、耐炎化工程において接続部が破断した
り、焼き切れたりすることなく工程通過可能で、かつ前駆体繊維束の耐炎化処理温度に対
する前駆体繊維束接続部の耐炎化処理温度の低下幅を小さくすることができ、高品質の炭
素繊維を低コストで製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術である接続方法の一実施形態に係るエア交絡ノズルの斜視図である。
【図２】本発明に係る前駆体繊維束同士の接続部の概略側面図である。
【図３】接続媒体の発熱量の求め方を示す特性図である。
【図４】接続部の一例を示す概略構成図である。
【図５】接続部の別の例を示す概略構成図である。
【図６】接続部のさらに別の例を示す概略構成図である。
【図７】接続に用いるノズル装置の一例の概略構成図である。
【図８】図７に示すノズル装置による流体処理方法を示す概略図である。
【図９】ノズル本体の一例を示す透視斜視図である。
【図１０】ノズル本体のさらに別の一例を示す透視斜視図である。
【図１１】接続方法および接続装置の一例を示す概略斜視図である。
【図１２】図１１の方法および装置を用いた接続方法を示す概略側面図である。
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【図１３】接続装置および接続方法の別の一例を示す概略側面図である。
【図１４】捲縮除去手段の一例を示す概略側面図である。
【符号の説明】
１　従来の交絡ノズル装置
２　前駆体繊維束からなる糸条
２ａ　前駆体繊維束の末端部
３　ノズル孔
４　処理室
１０　接続媒体
１１　前駆体繊維束
１１ａ　前駆体繊維束の末端部
１２、１３、１４　交絡部
２１　交絡ノズル装置
２１ａ　交絡ノズル上部
２１ｂ　交絡ノズル下部
２２　ノズル孔
２３ａ、２３ｂ　均圧室
３１、４１　交絡ノズル本体
３２、４２　ノズル孔
３３、４３　処理室
６１、６３、６８ａ、６８ｂ　繊維束保持部
６２ａ、６２ｂ　前駆体繊維束保持手段
６４　接続媒体保持手段
６５　交絡ノズル
６５ａ　交絡処理室
６６　リラックス保持部
６９　面状ヒーター
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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